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特定事業として選定した埼玉県立嵐山郷ＥＳＣＯ（Energy Service Company）事業に係る

事業者を選定したので、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平

成１１年法律第117号）第８条の規定に基づき、その結果を公表します。

平成２２年７月２９日

埼玉県知事 上田 清司

埼玉県立嵐山郷ＥＳＣＯ事業に係る事業者選定について

第１ 事業者の選定

１ 選定会議の設置

学識経験者及び本県職員で構成する「埼玉県立嵐山郷ＥＳＣＯ事業提案選定会議（以下

「選定会議」という。）」を設置しました。

選定会議の委員は、以下のとおりです。

委 員 長 高村 淑彦 （東京電機大学工学部機械工学科教授）

副委員長 富岡 正明 （埼玉県総務部副部長）

委 員 島崎 規子 （城西国際大学経営情報学部総合経営学科教授）

判治 洋一 （財団法人省エネルギーセンター

産業省エネ推進・技術本部長）

伊藤 公雄 （埼玉県立嵐山郷センター長）

藤井 信夫 （埼玉県都市整備部設備課長）

２ 選定方法

選定会議において、「埼玉県立嵐山郷ＥＳＣＯ事業提案審査要領（以下「審査要領」と

いう。）」に基づき審査しました。

３ 事業者の募集及び選定スケジュール

(1) 募集要項公表（埼玉県ホームページに掲載） 平成２２年４月１４日(水)～

(2) 募集要項等に関する質問受付 平成２２年４月１４日(水)

（埼玉県ホームページに掲載） ～２２年４月２１日(水)

(3) 参加表明書及び資格確認書類の受付 平成２２年５月１８日(火)

(4) 参加資格確認結果及び提案要請書の送付 平成２２年５月１９日(水)

(5) 現場ウォークスルー調査 平成２２年５月２７日(木)

平成２２年６月１１日(金）
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(6) 提案書の受付 平成２２年６月２８日(月）

(7) 第１回選定会議の開催 平成２２年５月１１日(火)

(8) 第２回選定会議の開催 平成２２年７月 ６日(火)

(9) 第３回選定会議の開催 平成２２年７月１３日(火)

(10) 優先交渉権者等の選定結果公表 平成２２年７月２０日(火)

（埼玉県ホームページに掲載）

第２ 選定結果

１ 応募者一覧

次の応募者から提案応募がありました。

Ｎo 代表構成員 構 成 員

１ 株式会社山武 首都圏リース株式会社

株式会社オキナヤ

３ 選定事業者

選定会議で審査した結果、次のとおり選定されました。（別紙「審査の講評」のとおり。）

(1) 最優秀提案者

株式会社山武 ・首都圏リース株式会社・株式会社オキナヤのグループ

４ 優先交渉権者等

「埼玉県立嵐山郷ＥＳＣＯ事業提案募集要項」及び「埼玉県立嵐山郷ＥＳＣＯ事業提案

審査要領」規定に従い、最優秀提案者を優先交渉権者と決定しました。

第３ 評価の結果

１ 提案審査結果

審査要領で規定するＥＳＣＯ提案審査評価項目に従い総合的に審査し、最優秀提案が選

定されました。
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ＥＳＣＯ提案審査評価項目表

評 価 項 目 採 点

①１５年間の利益総額が大きいこと。 ２５．０

②契約期間中の各年の県利益がある程度見込まれること。 １５．０

③光熱水費等削減保証額が高いこと。 ２５．０

④対象建物全体の省エネルギー率が６％以上であり、省エネルギー効果が十分にあること。 ２５．０

⑤二酸化炭素排出の削減効果が高い等、地球温暖化対策に有効であること。 ２５．０

⑥資金調達計画が信頼できること。 １５．３

⑦ＥＳＣＯ設備に起因する環境負荷（騒音、振動、大気汚染物質等）の対策が考慮されて １６．７

いること。

⑧技術提案に具体性・妥当性があること。 ２０．０

⑨工事施工について施設の運営・業務に支障のないよう考慮された提案であること。 １７．５

⑩提案に独自性や特殊なノウハウが含まれること。 １６．７

⑪省エネメニューが充実していること。 １３．３

⑫老朽化した既設機器の更新が考慮されていること。 １７．５

⑬維持管理、計測・検証方法及び運転管理方針の提案に具体性・妥当性があること。 １５．８

⑭優れた品質管理を行い、期限までに確実に工事を完了し、県にＥＳＣＯサービスの提供 １７．３

ができること。

⑮契約期間終了後の維持管理について提案があること。 ９．５

⑯提案が全体としてバランスが優れ、プレゼンテーションの内容が分かりやすいこと。 １０．５

合 計 ２８５．１

２ ＶＦＭ（Value for Money）の算出

本事業を特定事業（ＰＦＩ事業）として選定する際に用いた前提条件を基に、最優秀提

案によるＰＦＩ事業と、県が直接事業を実施する場合の負担額を、現在価値換算額で比較

しました。

この結果、最優秀提案は、県が直接実施する場合に比べて、現在価値に換算して、財政

負担が７．５％削減されることになります。

第４ 最優秀提案の概要

１ 省エネルギー率 ７．７％

２ 二酸化炭素削減率 １０．０％

３ 提案省エネルギー手法

(1) 空調熱源機器を高効率機へ更新

(2) ポンプ及びファンへのインバータ制御追加
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(3) 夜間電力を利用したヒートポンプ式給湯システム導入

(4) 照明設備の高効率化

(5) 誘導灯のＬＥＤ化

４ 各年の光熱水費等削減額 ２１，１５０千円／年

５ 光熱水費等削減率 １３．２％

６ 年間光熱水費等削減保証額 １９，９０２千円／年

７ ＥＳＣＯ契約期間 １５年間

８ ＥＳＣＯサービス料 １９，８９６千円／年（補助金無の場合）

埼玉県総務部管財課（設備担当）

住 所 〒３３０－９３０１

埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目１５番１号

電 話 ０４８－８３０－２５９８（設備担当直通）

ＦＡＸ ０４８－８３０－４７４３



別紙 埼玉県立嵐山郷ＥＳＣＯ事業に係る提案審査講評

埼玉県立嵐山郷は、知的障害児施設、障害者支援施設及び重症心身障害児施設を併せ

もつ社会福祉施設であるため、稼働時間が長くエネルギー消費量も大きいことから省エ

ネルギー化が望まれていました。そのため、埼玉県では、民間のノウハウを生かして設

備の省エネルギー化を進めるＥＳＣＯ事業を導入し、嵐山郷の設備改修を行うことを計

画しました。

独自性のあるＥＳＣＯ提案を一般公募したところ、株式会社山武・首都圏リース株式

会社・株式会社オキナヤの３者からなるグループから応募提案がありました。

その内容は、高効率熱源機器への更新、ポンプ及びファンへのインバータ制御の追加、

安価な夜間電力を利用したヒートポンプ式給湯システムの導入、照明設備の高効率化、

誘導灯のＬＥＤ化など、財政面、技術面、環境面でバランスのとれた提案となっていま

した。

また、維持管理面では、遠隔保守センターにおいて監視・管理を行い、トラブルの早

期発見や迅速な復旧を可能にするなど、従来の保守に比べ管理水準の向上と作業の効率

化が図られるなどの独自性があるものでした。

このＥＳＣＯ提案を埼玉県立嵐山郷ＥＳＣＯ事業提案審査要領に基づき、応募者によ

るプレゼンテーションを実施するとともに提案書の審査を行いました。

本提案は、省エネルギー率７．７％、二酸化炭素排出削減率１０．０％を見込

む内容でした。

埼玉県地球温暖化対策推進条例では、一定規模以上の大規模事業所に対して８

％の二酸化炭素排出量削減目標を設定しています。嵐山郷はこの事業所には該当

しませんが、条例の目的に沿った内容となっています。

今回は１グループのみによる提案でありましたが、上記のとおり優れた内容であり、

高評価であったことから最優秀提案とし、優先交渉権者とすることとしました。

応募者には多大なる労力をおかけし、貴重なるご提案をいただいたことを心からお礼

申し上げます。

平成２２年７月２０日

埼玉県立嵐山郷ＥＳＣＯ事業提案選定会議

委員長 高村 淑彦

副委員長 富岡 正明

委 員 島崎 規子

委 員 判治 洋一

委 員 伊藤 公雄

委 員 藤井 信夫


